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会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ 
 

当社は、2025年11月17日付「会社分割（簡易新設分割）に関する基本方針決定のお知らせ」にて当社のペ

ロブスカイト太陽電池事業（以下「本事業」）を会社分割（簡易新設分割）により新設会社に承継させるこ

とを基本方針として決議しておりましたが、2025年12月５日開催の取締役会において、下記のとおり、2025

年12月15日を効力発生日（予定）とする新設分割（以下、「本新設分割」）により、本事業に関する権利義

務を新たに設立するＫＵＲＡＭＯＴＯペロブスカイト株式会社（以下、「新設会社」）に承継させることを

決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本新設分割は当社単独の簡易新設分割に該当するため、開示事項・内容を一部省略しております。

  

記 

１．本新設分割の目的 

当社は、本事業につきまして、2025年11月17日付「会社分割（簡易新設分割）に関する基本方針決定の

お知らせ」にてお知らせのとおり、2024年８月７日付「新たな事業の開始に関するお知らせ」で開示しま

したとおり、事業開始時期を2025年２月（予定）として、本事業を開始する旨をお知らせしておりました。 

その後、2025年10月17日付「新株式発行及び新株予約権（第３回・第４回）発行による調達資金の資金

使途及び支出予定時期の変更並びにペロブスカイト太陽電池事業の進捗に関するお知らせ」で開示しまし

たとおり、当初計画していた資金調達が完了せず、ペロブスカイト太陽電池の量産に必要な設備導入及び

電気設備等のインフラ設備の改修工事が未了であることから、量産開始時期が見通せない状態が続いてお

りました。 

そこで、本事業を迅速に立ち上げるべく、会社分割により本事業を子会社に移管し、ペロブスカイト太

陽電池事業に対して投資意向のある他企業との資本提携により、本事業に必要な資金を当該子会社にて調

達するために、本事業を会社分割（簡易新設分割）により新設会社に承継させることを決定いたしました。 

 

２．本新設分割の要旨 

（１）本新設分割の日程 

取締役会決議日：2025年12月５日 

効力発生日：2025年12月15日（予定） 

※本新設分割は、会社法第805条に規定する簡易新設分割であるため、株主総会の承認を得ることなく

行うものです。 

（２）本新設分割の方式 

当社を分割会社とした、本新設分割により設立される新設会社を承継会社とする簡易新設分割

であり、新設会社は当社の100％子会社となる予定です。なお、2025年11月17日付「会社分割（簡

易新設分割）に関する基本方針決定のお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、新設会社分割

による子会社の設立後に、当該子会社が第三者割当増資等により本事業に必要な資金を調達する

ことについて方針変更はございません。なお、当該資金調達の調達時期、金額、割当先等は現時

点では未定です。また、第三者割当増資後の持ち株比率につきましては、当社が過半数を維持す

ることについても、方針変更はございません。 

なお、今回適時開示した内容に変更が生じた場合及び新設会社が予定している第三者割当増資

等について資金調達時期やその金額や割当予定先等が判明した場合は、すみやかに経過開示を行

います。 

  



 

（３）本新設分割に係る割当ての内容 

新設会社は本件分割に際して普通株式 86,392株を発行し、その全てを当社に割当交付いたします。 

（４）本新設分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社が発行済の新株予約権について本件分割による取扱いの変更はありません。また、当社は新株

予約権付社債を発行しておりません。 

（５）本新設分割により増減する資本金 

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。 

（６）新設会社が承継する権利義務 

新設会社は、本事業に関する資産、債務、契約その他の権利義務のうち本件新設分割計画において

定めるものを当社から承継します。具体的には、ペロブスカイト太陽電池事業に関する設備機器、

その購入契約並びに取引契約に関する契約上の地位及びその他本事業に関する知的財産権等です。

なお、本新設分割に伴う債務の承継を行う場合は、重畳的に債務を負担する方法によります。 

（７）債務履行の見込み 

本新設分割の効力発生日後において、新設会社が負担すべき債務についてその履行の見込みに問

題はないものと判断しております。 

 

３．本新設分割の分割当事会社の概要 

 分割会社 

（2025年９月末現在） 

新設会社 

（2025年12月15日（予定）） 

（１）名称 株式会社倉元製作所 ＫＵＲＡＭＯＴＯペロブスカイト株式

会社 

（２）所在地 宮城県栗原市若柳武鎗字花水前１－１ 宮城県栗原市若柳武鎗字花水前１－１ 

（３）代表者の 

役職・氏名 

代表取締役社長 渡邉 敏行 代表取締役社長 渡邉 敏行 

（４）事業内容 ・ガラス基板加工/切断・面取 

・ガラス基板加工/研磨 

・石英部品修理クリニック事業 

１．ペロブスカイト太陽電池の設計、

開発、製造、輸出入、その販売、賃

貸及びコンサルティング業 

２．再生可能エネルギーに関わる施

設、蓄電池、その他関連設備の開

発、製造、 販売及び設置 

３．前各号に関連又は付帯する一切の

業務 

（５）資本金 １億3,465万円 10百万円 

（６）設立年月日 1980年８月29日 2025年12月15日（予定） 

（７）発行済株式総数 47,998,575株 86,392株 

（８）決算期 12月末 12月末 

（９）大株主及び 

持株比率 

WANG CHI 

ニューセンチュリー 

有限責任事業組合 

 14.33％

13.42％ 

 

株式会社倉元製作所 100％ 

（10）直前事業年度の 

財政状態及び経

営成績 

純資産

総資産 

１株当たり純資産

売上高 

営業利益 

経常損失 

当期純損失 

１株当たり 

当期純利益 

 3,694 百万円 

4,320 百万円 

77.47円 

1,177 百万円 

30 百万円 

△33 百万円 

△16 百万円 

△0.45円 

 



４．新設会社の経営体制 

代表取締役：渡邉 敏行 

取締役：久保田 徹 

取締役：小峰 衛  

監査役：浦勇 和也 

 

５．分割する事業の概要 

（１）分割する事業の内容 

ペロブスカイト太陽電池事業 

 

（２）分割する事業の経営成績 

翌事業年度から新たに開始する事業のため、開示すべき経営成績はありません。 

 

（３）分割する資産、負債の項目及び金額 
 2025 年 12 月 5 日時点 

ペロブスカイト太陽電池製造設備 金額（簿価） 

自動製造ライン 736,159,510 円 

純水装置 46,253,044 円 

コンプレッサー、フィルターユニット 33,300,000 円 

花泉 5 号棟電気設備 37,362,848 円 

設備搬入設置費 10,173,348 円 

卓上型ドラフトチャンバー 678,000 円 

承継資産合計 863,926,750 円 

承継負債合計 0 円 

※実際に分割される資産・負債の金額は、上記金額に本新設分割

の効力発生日までの増減を加除したうえで確定いたします。 

 

６．本新設分割後の状況 

本新設分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はあり

ません。 

 

７．業績に与える影響 

新設会社は当社の完全子会社であるため、本新設分割が当社の業績に与える影響は精査中です。今後開

示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。 

以上 


